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令和元年度学校における医療的ケアに関する連絡協議会
2019年12月25日

医療的ケア児の支援のための
看護職の確保と連携

内容
1．日本看護協会の紹介
2．学校で医療的ケアを実施する看護師の確保

～ナースセンター事業について～
3．日本看護協会における継続教育事業について
4．医療的ケアに関する政策要望および

小児在宅移行支援指導者育成研修について
5．今後の取り組み
6．NursingNowについて
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全国の看護職（保健師・助産師・看護師・准看護師）が
自らの意思で加入する専門職能団体

会員会費で運営される公益社団法人

全国の看護職約160万人のうち74.5 万人加入

（2019年3月末現在）

会員数・計 745,743人

保健師 20,149人

助産師 25,544人

看護師 669,080人

准看護師 30,970人

日本看護協会とは

（出典：「2019(令和元)年度 通常総会要綱」）

公益社団法人 日本看護協会

日本看護協会の使命

人々の人間としての尊厳を維持し、健康で幸福でありたい
という普遍的なニーズに応え、人々の健康な生活の実現に
貢献する。
そのため、
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教育と研鑽に根ざした専門性に基づき
看護の質の向上を図る

看護職が生涯を通して安心して
働き続けられる環境づくりを推進する

人々のニーズに応える
看護領域の開発・展開を図る

（定款 第3条）
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日本看護協会の組織図
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日本看護協会の事業①
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日本看護協会の事業②

日本看護協会は「看護の将来ビジョン」を
策定し、2015年6月に公表

公益社団法人 日本看護協会

人口構造、患者像、医療提供体制の変化を踏まえた
日本看護協会の取り組み

「看護の将来ビジョン」

地域包括ケアシステムの構築と推進

看護の量の確保 看護の質の向上

労働環境の整備の推進
• 勤務環境改善
• 定着と就業促進

看護職の役割拡大の推進
• 特定行為研修制度の推進

人材育成
• 基礎教育の見直し
• クリニカルラダーの開発

いのち・暮らし・尊厳を まもり支える看護

在宅・訪問看護の強化
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ナースセンターとは

≪看護師等の人材確保の促進に関する法律≫

厚生労働省 都道府県行政

厚生労働大臣は、全国を通じ
て1個に限り、中央ナースセ
ンターとして指定することが
できる

【第20条】

都道府県知事は、都道府県ごとに
1個に限り、都道府県ナースセンター
として指定することができる

【第14条】

47都道府県看護協会は、都道府県ナースセンターの
指定を受け、主に各都道府県における看護職員の確
保について、訪問看護の事業について、上記法律に
定められた業務を実施している。

【第15条】

日本看護協会は、中央ナースセンターの指定
を受け、主に都道府県ナースセンター業務の
支援について、上記法律に定められた業務を
実施している。

【第21条】

中央ナースセンター 指定先：日本看護協会 都道府県ナースセンター 指定先:都道府県看護協会

1992年（平成4年）に制定された「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき設置。
中央ナースセンターは日本看護協会が厚生労働省から、都道府県ナースセンターは都道府県の看
護協会が都道府県から指定を受けて運営。

47都道府県に必ず一つの都道府県ナースセンターがあり、看護職確保対策に向けた取り組み
を行っている。
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都道府県ナースセンター 主な事業内容中央ナースセンター 主な事業内容

・ｅ－ナースセンターによる求人求職登録、職業紹介
・看護職の就業相談員による就業相談
・その他各種相談（進路相談・メンタルヘルス相談等）

看護職の無料職業紹介事業（ナースバンク事業）

・ｅ－ナースセンターの機能改善、機能追加
・研修情報、看護学校情報等、掲載情報のアップデート
・ｅ－ナースセンター利用に関する問い合わせ、相談

無料職業紹介サイト『ｅ－ナースセンター』の管理・運用

・新しい医学、看護に関する情報の提供
・就業を希望する看護職に対して、最近の看護の知識及び技術
を習得させ、職場復帰を容易にするための研修の開催

再就業支援等の研修の実施

・ナースセンター担当者の全国会議の実施
・就業相談員のスキルアップのための研修の実施
・各事業に活用できる『はたさぽ』等の冊子の作成

各ナースセンターの連携強化・相談業務強化

・5月12日の『看護の日』を中心としたイベント
・進路相談会、看護一日体験、看護フェスティバル等の開催
・中、高校生等を対象とした看護業務についてのPR事業

『看護の心』普及事業

・看護職員の需給、就業動向の把握及び分析
・看護関連情報の提供
・ナースセンター事業実施状況調査、報告書への掲載

ｅ－ナースセンター登録データの分析・各種報告書作成

・届出制度、ナースセンター事業の全国的な広報
・機関誌『看護』へナースセンター研修情報を掲載
・『はたさぽ』等の冊子で、ナースセンター事業の紹介

都道府県ナースセンター事業の広報支援

・未就業、退職看護職員の実態と就業希望条件等の把握
・看護職員需要施設の把握
・ｅ－ナースセンターに登録のある求職者、求人施設の調査

潜在看護職の把握等の調査

等

連携
協力

・看護師等の離職時の届出制度の周知
・「とどけるんの」機能開発、コンテンツ制作
・「とどけるん」及び届出制度に関する問合せ対応

届出制度の周知・届出サイト『とどけるん』の管理・運用

等
・離職時等に届け出した看護職への情報提供や支援
・復職に向けた研修・交流会等

届出制度に基づく看護職への支援

中央ナースセンター及び都道府県ナースセンターでは、『看護師等の人材確保の促進に関する法律』に定められた以下の業務を
連携協力の下、それぞれ実施している。

中央ナースセンターと都道府県ナースセンターの事業内容
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■「ｅ－ナースセンター」による求人求職登録、職業紹介
■看護職の就業相談員による就業相談
■その他各種相談（進路相談・メンタルヘルス相談等）

看護職の無料職業紹介事業
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届出制度に基づく看護職への支援

■離職時に「とどけるん」から届出
■離職時等に届け出した看護職への情報提供や支援
■復職に向けた研修・交流会等
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日本看護協会における継続教育事業
生涯教育のあ

り方と仕組み

に関する検討

研修事業

インターネッ

ト配信研修事

業

認定看護管理

者教育課程

都道府県看護協会

との継続教育事業

に関する連携支援

JNAラダーの

開発と推進

本会事業に関連する基礎的
知識や時代や社会の要求度
に合った内容の普及・浸透

オンデマンド配信を活用した
看護職の研修受講機会の拡大

個人

施設

県協会

サードレベル

厚生労働省委託事業

①日本看護協会「看
護の将来ビジョン」達
成に向けた方針
②５つの研修分類

③クリニカルラダーと
の連動

看護師の看護実践能力強化のための仕組み＝

「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」
の検討と推進

研修修了証・受講内容証明書の発行
ナースシップにおける研修受講履歴管理への対応

継続教育の基準ver2および活用の
ためのガイドの普及

都道府県看護協会の研修情報の
集約と共有
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●認定看護師とは ●専門看護師とは
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政策要望：2020年 文部科学省



小児在宅移行支援指導者育成研修①
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【目的】
パスと教育プログラムを所属医療機関の特徴等に応じて導入・活用
できる人材の育成
【目標】
●NICU/GCUから退院する児とその家族を取り巻く現状を理解する
ことができる
●暮らしの場で医療的ケアを必要とする児とその家族が生活することを
イメージできる
●医療機関の看護職が担う、医療的ケアを必要とする児と養育者及
び家族への支援が理解できる
●パスと教育プログラムを試行し、自施設に系統立てた小児在宅移行
支援に関する教育プログラムを導入することができる
【期間】

2017年度 2018年度 2019年度
5日（前半：3日／後半：2日） 3.5日（前半2.5日／後半：1日） 3日（前半：2日／後半：1日）

公益社団法人 日本看護協会
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講義 演習 実習
時
間 10（1.7日） 7.1（1.2日） 1例以上

内
容

●日本の新生児医療の現状と課題
●医療的ケアを必要とする子どもの成長発達
に応じて必要な保健･医療･福祉制度
●退院支援の評価と診療報酬
●医療的ケアが必要な子どもの退院と家族
形成支援
●医療的ケアを必要とする子どもの受容と
療育に関わる家族の心理
●小児在宅移行支援に伴う倫理的問題への
対応
●NICU/GCUにおける小児在宅移行支援と
指導者の役割
●医療的ケアが必要な児の退院と家族形成
支援-訪問看護の実際-
●小児在宅移行支援における在宅療養
支援診療所の役割
●小児在宅移行を支援する看護職のための
教育プログラムの導入

●日本看護協会版「NICU/GCUにお
ける小児在宅移行支援パスおよび教育
プログラム」について
●小児在宅移行支援に伴う意思決定
支援
●同行訪問実習における情報共有会
●所属施設での在宅支援パスおよび教
育プログラムの導入・活用における課題
の明確化と解決策の検討

小児を対象
に訪問看護
師と同行訪
問

小児在宅移行支援指導者育成研修②

公益社団法人 日本看護協会
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2017年度 2018年度 2019年度 3年間合計

参加者数 177 113 200 490

内
訳

総合周産期
母子医療センター

参加者
数 154 77 99 330

参加
施設数

88.7％
（94／106）

57.4％
（62／108）

67.5％
（73／108）

97.2％
（105／108）

地域周産期
母子医療センター

参加者
数 22 33 98 153

参加
施設数

5.7％
（17／300）

11.1％
（33／298）

27.2％
（81／298）

35.2％
（105／298）

その他の病院 参加者
数 1 3 3 7

※以下の施設リストをもとに参加者募集・2017年：厚生労働省 周産期母子医療センター施設リスト（平成29年4月1日現在）
・2018年／2019年：厚生労働省 周産期母子医療センター施設リスト（平成30年4月1日現在）

小児在宅移行支援指導者育成研修③
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今後の取り組み

• 医療的ケア児への看護提供体制における
基本方針の明確化

• 医療的ケア児を支援する看護職の人材
確保・定着のための「小児在宅移行支援
研修」の全国展開

• 医療的ケア児を支援する看護職の人材
確保・定着にむけた要望
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Nursing Nowキャンペーンを通じた
日本看護協会の取組み
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日本看護協会は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

本会の取組みはTriple Impactが示した
SDGsの達成に貢献する

22
公益社団法人 日本看護協会



Nursing Nowキャンペーン実行委員会

Nursing Nowキャンペーンを日本国内において広く展開するた
め、30団体の参加、13団体の後援のもと発足。
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「看護の日・看護週間」制定30周年・ナイチンゲール生誕200周年記念イベント

Nursing Now：看護の力で未来を創る

日 時：2020年5月8日（金）・9日（土）
会 場：ザ・プリンス・パークタワー東京

（東京都港区芝公園）

参加費：無料

プログラム（暫定）

「看護の日・看護週間」30周年記念式典
Nursing Nowフォーラム・イン・ジャパン
第10回「忘れられない看護エピソード」表彰式
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看護の力で健康な社会を！
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/nursing_now/index.html
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